
 

総合評価一般競争入札の公告 

滋賀県立大学学務事務管理システム利用および保守業務一式について、次のとおり総合評価一般競争入札を行うの

で、公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程（平成 18 年公立大学法人滋賀県立大学規程第 54 号。以下「取扱規

程」という。）第４条の規定および公立大学法人滋賀県立大学物品等または特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成 31年公立大学法人滋賀県立大学規程第 169号。）により公告する。 

令和 ３年 ７月 16日 

公立大学法人滋賀県立大学理事長 廣 川  能 嗣  

１ 入札に付する事項 

(1) 調達するサービス 滋賀県立大学学務事務管理システム利用および保守業務 

(2) 調達の特質等 滋賀県立大学学務事務管理システム仕様書のとおり 

(3) 契約期間 契約日から令和９年８月 31日まで 

(4) 構築期間 契約日から令和４年３月 31日まで 

(5) 移行期間 令和４年４月１日から令和４年８月 31日まで 

(6) 運用期間 令和４年９月１日から令和９年８月 31日まで 

(7) 履行場所 滋賀県立大学 彦根市八坂町 2500 

(8) 予定価格 185,000,000円（うち、導入費用は、126,500,000円、60か月利用料は、58,500,000円） 

(消費税および地方消費税を含まない。) 

２ 入札に参加する者に必要な資格  

(1) 公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程（平成 18年公立大学法人滋賀県立大学規程第 54号。以下「取扱

規程」という。）第３条に規定する者に該当しない者であること。 

(2) 滋賀県における物品の買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者であること。 

(3) 本件契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を締結し、これらを全て誠実に履行してい

る者であること。 

(4) 滋賀県物品関係指名等停止基準による入札参加停止または公立大学法人滋賀県立大学における物品購入等契約

に関する取引停止等の取扱要綱による取引停止の措置期間中でないこと。 

(5) 滋賀県財務規則（昭和 51年滋賀県規則第 56号）第 195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規則に関する法律（平成 11年法律第 147号）第５条第１項に規定する観察

処分を受けた団体およびその構成員でないこと。 

(7) 過去５年間に学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 83 条および第 83条の２に規定する大学またはこれに相

当する機関（以下「大学等」という。）もしくは大学を設置する法人と、この公告に示した契約と種類をほぼ同じ

くし、かつ、規模が同等以上である契約を締結し、これらを全て誠実に履行した者または履行中（賃貸借契約に

おいて対象物件の構築および引渡しが完了しているものに限る。）の者であること。 

(8) 入札参加者またはその代理人は、入札説明書に示す「入札参加資格確認申請書」（以下「資格確認申請書」とい

う。）を下記イに示す場所に提出し、入札参加資格を有していることの確認を受けなければならない。 

ア 「資格確認申請書」の提出期間 令和３年７月 16 日（金）から令和３年８月 13 日（金）まで（土曜日、日

曜日、祝日を除く。）の９時から 17時まで 

ただし、郵送により提出する場合には令和３年８月６日（金）まで 

イ 「資格確認申請書」の提出場所および問い合わせ先 滋賀県立大学事務局 教務課（学生支援センター内） 

〒522－8533 彦根市八坂町 2500 TEL 0749－28－8215 

（9）(2)に規定する者以外の者で入札に参加する資格を得ようとする者は、「一般競争入札参加資格審査申請書」を提

出しなければならない。「一般競争入札参加資格審査申請書」が提出された場合は、滋賀県が定める審査に関する

取扱いに準じて審査するものとする。 

ア 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期間 ２(8)アと同じ 

イ 一般競争入札参加資格審査申請書の提出場所および問い合わせ先 ２(8)イと同じ 

３ 入札執行の日時および場所、契約条項を示す場所等 

(1) 契約条項を示す場所 ２(8)イと同じ 

(2) 契約条項を示す期間 令和３年７月 16 日（金）から令和３年８月 24 日（火）まで（土曜日、日曜日、祝日お

よび夏季集中休暇期間を除く）の９時から 17時まで 

(3) 入札説明書の交付方法 滋賀県立大学のホームページよりダウンロードできる。 

 (4) 入札説明会の日時および場所 令和３年７月 27日(火)10時 滋賀県立大学 A０棟第２会議室 



(5) 入札書の提出期限および場所 令和３年８月 25日（水）17時まで ２(8)イと同じ 

(6) 開札の日時および場所 令和３年８月 26日（木）10時 滋賀県立大学 A０棟第２会議室 

４ 入札方法等 

(1) 入札執行については、公立大学法人滋賀県立大学会計規則（平成 18 年公立大学法人滋賀県立大学規則第４号）

および取扱規程の規定によるものとする。 

(2) 落札者の決定は、総合評価方式をもって行うので、入札参加者は入札書とともに提案書および要件確認書を提

出しなければならない。提案書および要件確認書に必要な書類、部数等については、入札説明書のとおり。 

(3) 入札書には総額、導入費用および 60か月利用料をそれぞれ記載すること。 

(4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（１

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加しようとす

る者（以下「入札参加者」という。）は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

５ 落札者の決定基準に関する事項 

(1) 落札者の決定方法 この公告に示した契約を履行することができると公立大学法人滋賀県立大学が認めた入札

参加者であって、予定価格の制限の範囲内で入札書を提出した者のうち、入札価格による評価点（以下「価格点」

という。）提案書の内容等による評価点（以下「技術点」という。）を合算した評価点（以下「総合評価点」という。）

が最も高い者を落札者とする。 

(2) 総合評価点の構成は次のとおりとする。 

総合評価点（600点）＝価格点（300点）＋技術点（300点） 

(3) 採点方法 価格点の採点方法および技術点の評価項目、評価基準等については、入札説明書による。 

６ 保証金 入札保証金および契約保証金については、取扱規程の規定による。なお、入札保証金の免除を申請する

場合は令和３年８月 13日（金）17時までに手続を行うこと。 

ただし、郵送により提出する場合には令和３年８月６日（金）まで 

７ 郵便等による入札の可否 可 

８ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

(1) 取扱規程第 15条に該当する場合 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

９ 契約手続きにおいて使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

10 その他必要事項 

(1) 入札参加者は、落札者の決定までの間において、公立大学法人滋賀県立大学から提出書類等に関し説明を求め

られた場合は、自らの負担において完全な説明をすること。 

(2)  最も高い得点の者が二人以上あるときは、技術点が高いものを落札者とし、技術点が同点である場合には、入札

価格が低いものを落札者とする。なおも落札者が決定できない場合には当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を

決定するものとする。 

(3)  一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。 

(4)  落札者は、落札決定から７日以内に契約書を契約責任者に提出しなければならない。 

(5)  鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。 

(6) その他 詳細は、入札説明書による。 

11 Summary 

(1) Nature and quantity of the service to be required: Operation and maintenance of academic affairs 

management system of the University of Shiga Prefecture 

One complete set 

(2) Deadline for submitting bids: 17:00, August 25, 2021 

(3)  Contact point for the notice: Academic Affairs Division of The University of Shiga prefecture, 2500 

Hassaka-cho, Hikone-shi, Shiga 522-8533 Japan TEL 0749-28-8215 


